
第

二

千

八

百

八

十

九

号

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定

(

廃
棄
物
対
策
課)

六
一
二
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

六
一
二

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

六
一
二

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

六
一
二

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(
同

)

六
一
三

教
育
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

六
一
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し

(

選
挙
管
理
委
員
会)
六
一
四

○
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し

(

同

)

六
一
四

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
・
金
融
課)

六
一
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

(

同

)

六
一
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

六
一
六

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

(

森
林
整
備
課)

六
一
六

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

六
一
七

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

六
一
七

正

誤

○
飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則
中
訂
正

(

観
光
企
画
課)

六
一
八

○
定
期
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表
中
訂
正

(

監

査

委

員)

六
一
九
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日



告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(
以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

中
津
川
市
千
旦
林
字
鍜
治
屋
平
六
四
三
番
一
及
び
字
樋
泉
六
一
三
番
二
の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
四
十
七
条
の
土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

北
方
ア
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

本
巣
郡
北
方
町
平
成
三
―
七
五
―
二

平
成
二
九
・

四
・

一

大
野
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
二
―
五
六
―
九

平
成
二
九
・

七
・

一

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

医
療
法
人

白
水

会

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ

東
五
七
七
〇

白
川
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

こ

だ
ま

加
茂
郡
白
川
町
坂
ノ

東
五
六
〇
〇
―
一

平
成
��･�･�

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

北
方
ア
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

本
巣
郡
北
方
町
平
成
三
―
一
五

平
成
二
九
・

二
・
二
八

大
野
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
二
―
五
六
―
九

平
成
二
九
・

六
・
三
〇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

教
育
委
員
会
告
示

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
岐
阜
県
重
要
文
化
財
の
指
定
を
次
の
よ
う
に
行
う
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

松

川

禮

子

岐
阜
県
重
要
文
化
財
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

医
療
法
人

同
仁
会

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
二

丁
目
八
五
番
地
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

折

茂

医

院

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
二

丁
目
八
五
番
地
一

平
成
二
九
・

六
・

一

医
療
法
人

同
仁
会

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
二

丁
目
八
五
番
地
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

折

茂

医

院

岐
阜
県
高
山
市
昭
和
町
二

丁
目
八
五
番
地
一

同

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
山
岡

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
一
二
二
八
番
地
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

ま
ち
づ
く
り
居
宅
支
援
事
業
所

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
五
九
九
番
地
一

平
成
二
九
・

九
・

一

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
山
岡

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
一
二
二
八
番
地
一

通
所
介
護

山
岡
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ゆ
と
り

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
五
九
九
番
地
一

同

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
山
岡

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
一
二
二
八
番
地
一

介
護
予
防

通
所
介
護

山
岡
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

ゆ
と
り

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
五
九
九
番
地
一

同

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
山
岡

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
一
二
二
八
番
地
一

短
期
入
所

生
活
介
護

山
岡
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ほ
の
ぼ

の
荘

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
五
九
九
番
地
一

同

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
ち
づ
く
り
山
岡

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
一
二
二
八
番
地
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

山
岡
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ほ
の
ぼ

の
荘

岐
阜
県
恵
那
市
山
岡
町
上

手
向
五
九
九
番
地
一

同



岐
重

��� 岐
重

��� 指
定
番
号

考
古

資
料

彫
刻

種
目

船
来
山

古
墳
群

出
土
品

木
造
釈

迦
如
来

坐
像

名

称

六
八
七

点 一
躯く

員

数

古
墳
時
代
の
土
師
器
・

須
恵
器
な
ど
の
土
器
、

鏡
・
銅
鏃
な
ど
の
青
銅

製
品
、
武
器
・
武
具
・

馬
具
・
農
工
具
な
ど
の

鉄
製
品
、
勾
玉
・
管
玉
・

ガ
ラ
ス
玉
な
ど
の
装
身

具
等
。

古
墳
時
代
に
お
け
る
副

葬
品
や
葬
送
儀
礼
の
変

遷
を
顕
著
に
示
す
好
例

で
あ
り
、
古
墳
時
代
研

究
に
大
い
に
資
す
る
も

の
で
あ
る
。

檜ひ
の
き材
、
寄
木
造
り
、
内う
ち

刳ぐ
り

、
玉
眼
、
彩
色
。
像

高
六
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
。

本
像
は
、
中
世
に
お
け

る
院
派
系
仏
師
に
よ
る

作
品
で
、
彫
刻
の
完
成

度
が
高
く
、
中
世
院
派

の
様
式
展
開
や
本
県
の

彫
刻
史
を
考
え
る
う
え

で
、
そ
の
文
化
財
的
価

値
は
極
め
て
高
い
。

内

容

本
巣
市

上
保
一

―
一
―

一 関
市
小

屋
名
一

九
八
九

番

地

(

岐
阜

県
博
物

館) 所
在
地

本
巣
市

宗
教
法
人

臨
川
寺

所
有
者

本
巣
市

文
殊
三

二
四

関
市
小

屋
名
九

五
七
番

地
一 住

所

国
民
健
康
保
険
関
ケ
原
病
院

名
称

東
白
川
村

市
町
村
名

越
原
地
域
集
会
所

施
設

の
名

称

不
破
郡
関
ケ
原
町
関
ケ
原
2490番

地
の
29

所
在

地

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原
915番

地
の
１

所
在

地

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
個
人

演
説
会
、
政
党
演
説
会
及
び
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
の
取
消
し
に
つ

い
て
、
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
を
取
り
消
し
た
施
設

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
施
設
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
定
の
取

消
し
を
し
た
の
で
、
そ
の
旨
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

指
定
を
取
り
消
す
施
設
の
名
称
等

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
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小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ー
サ
２
１(

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
２
１)

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
二
番
一
号

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

双
一

外
七
十
一
者

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

(

変
更
後)

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
崎

双
一

外
七
十
三
者

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ビ
バ
ホ
ー
ム
柳
津
店
Ａ
ゾ
ー
ン

岐
阜
市
柳
津
町
物
流
セ
ン
タ
ー
一
丁
目
十
九
番

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

(

変
更
前)

八
箇
所

(

変
更
後)

七
箇
所

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
・

金
融
課
及
び
可
茂
県
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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紋

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

関

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
九
・
一
〇
・
一
三
か
ら

同

・
一
一
・
一
三
ま
で

縦

覧

期

間

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ジ
ー
ユ
ー
可
児
店
、
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス
可
児
店

可
児
市
中
恵
土
字
助
太
郎
二
三
七
一
―
一
七
七

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(

変
更
前)

(

仮
称)

可
児
中
恵
土
複
合
商
業
施
設

(

変
更
後)

ジ
ー
ユ
ー
可
児
店
、
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス
可
児
店

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

代
表
取
締
役

白
石

正

(

変
更
後)

代
表
取
締
役

柳
井

隆
博

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
関
店

関
市
片
倉
町
一
番
地
の
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
実
施

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
十

条
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
の
で
、
林
業
種
苗
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
九
十
四
号)

第
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

講
習
会
の
開
催
日
時

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日(

水)

午
前
九
時

二

講
習
会
の
開
催
場
所

美
濃
市
曽
代
八
八

岐
阜
県
立
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

テ
ク
ニ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
Ｂ
多
目
的
研
修

室
三

受
講
申
込
み
の
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
、
受
講
手
数
料
と
し
て
一
万
四
千
円
に

相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日(

火)

ま
で
に

岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

受
講
申
込
書
は
、
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
又
は
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
に
て
配
布

し
ま
す
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
郵
送
を
御
希
望
の
方
は
、
八
十
二
円
切
手
を
添
え
て
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整

備
課
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

四

講
習
内
容
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種
苗
に
関
す
る
法
令

種
苗
の
産
地
及
び
系
統
に
関
す
る
事
項

種
苗
の
生
産
技
術
に
関
す
る
事
項

講

習

事

項

二
時
間

二
時
間

二
時
間

講

習

時

間

五

そ
の
他

こ
の
講
習
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
林
政
部
森
林
整
備
課
整
備
係(

電
話
〇
五
八
―
二
七

二
―
八
四
九
〇)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
一
日
か
ら

同

年
九
月
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

美
濃
加
茂

市
木
曽
川

右
岸
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･�
理
事

藤

井

浩

人

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
四
五
二
七
番
地

同

松

田

好

道

同

山
之
上
町

三
五
四
八
番
地

同

清

水

幸

夫

同

太
田
町

二
八
九
一
番
地

同

山

田

康

彦

同

西
町
四
丁
目

五
〇
番
地

同

柴

山

擴

同

本
郷
町
九
丁
目
九
番
地
二
〇
号

同

渡

邉

浩

司

同

川
合
町
二
丁
目
九
番
三
二
号

同

小

藤

重

伸

同

山
之
上
町
一
一
六
九
番
地
三

同

井

戸

勇

同

蜂
屋
町
下
蜂
屋
一
〇
三
二
番
地
二

同

日

江

洋

二

同

蜂
屋
町
上
蜂
屋
三
〇
二
九
番
地
一

同

間

宮

正

同

加
茂
野
町
稲
辺
一
六
三
番
地
一
の
三

同

織

部

優

同

加
茂
野
町
今
泉
一
〇
五
九
番
地

同

杉

山

庄

八

同

下
米
田
町
則
光
三
九
三
番
地

同

加

納

正

俊

同

下
米
田
町
西
脇
一
二
〇
七
番
地

同

井

上

正

秋

同

伊
深
町

二
五
四
二
番
地

監
事

日
江
井

康�
同

蜂
屋
町
上
蜂
屋
二
九
〇
〇
番
地
五

同

河

村

一

成

同

下
米
田
町
西
脇
四
〇
一
番
地
二

同

木

村

重

雄

同

加
茂
野
町
木
野
一
〇
二
三
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所
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美
濃
加
茂

市
木
曽
川

右
岸
用
水

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
理
事

藤

井

浩

人

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
四
五
二
七
番
地

同

松

田

好

道

同

山
之
上
町

三
五
四
八
番
地

同

渡

邉

俊

彦

同

太
田
町

二
八
八
〇
番
地

同

中

島

修
治
郎

同

西
町
八
丁
目

二
六
番
地

同

柴

山

擴

同

本
郷
町
九
丁
目
九
番
地
二
〇
号

同

若

山

義

昭

同

本
郷
町
九
丁
目
九
番
二
九
号

同

福

田

仁

同

山
之
上
町
五
二
一
九
番
地
一

同

日

江

洋

二

同

蜂
屋
町
上
蜂
屋
三
〇
二
九
番
地
一

同

坂

井

道

夫

同

蜂
屋
町
下
蜂
屋
一
〇
〇
〇
番
地
一

同

藤

吉

昭

彦

同

加
茂
野
町
加
茂
野
四
七
五
番
地

同�
井

厚

同

加
茂
野
町
鷹
之
巣
二
三
二
三
番
地
二

同

加

納

正

俊

同

下
米
田
町
西
脇
一
二
〇
七
番
地

同

杉

山

康

夫

同

下
米
田
町
則
光
三
〇
七
番
地
一

同

井

上

正

秋

同

伊
深
町

二
五
四
二
番
地

監
事

河

村

一

成

同

下
米
田
町
西
脇
四
〇
一
番
地
二

同

木

村

重

雄

同

加
茂
野
町
木
野
一
〇
二
三
番
地

同

酒

向

光

同

蜂
屋
町
上
蜂
屋
一
九
四
八
番
地
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

南

山

宗

之

加
茂
郡
坂
祝
町
加
茂
山
二
丁
目
四
番
地
一
一

同�
橋

正

彦

同

酒
倉

八
二
五
番
地
九

同

臼

田

幸

信

同

大
針

一
〇
四
六
番
地

同

兼

松

修

同

黒
岩

九
四
六
番
地

同

薮

下

繁

同

深
萱

一
九
番
地

同

小

島

順

三

同

勝
山

三
二
九
番
地
一

監
事

丹

羽

千

秋

同

深
萱

一
二
二
四
番
地

同

森

和

也

同

勝
山

二
一
〇
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

南

山

宗

之

加
茂
郡
坂
祝
町
加
茂
山
二
丁
目
四
番
地
一
一

同

苅

谷

幹

治

同

酒
倉

七
七
九
番
地

同�
田

泉

同

大
針

一
〇
二
一
番
地

同

兼

松

幸

史

同

黒
岩

九
三
九
番
地
二

同

若

井

俊

春

同

深
萱

四
〇
番
地

同

小

島

順

三

同

勝
山

三
二
九
番
地
一

監
事

森

和

也

同

勝
山

二
一
〇
番
地
一

同

小

栗

昭�
同

酒
倉

九
二
番
地
四

○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
号
外�
飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則(

岐
阜
県
規
則
第

五
十
八
号)
二
頁
上
段
後
か
ら
十
三
行
目
中｢

第
六
条｣

は｢

第
七
条｣

の
、
同
段
後
か
ら
十
一
行
目

中｢

第
七
条｣

は｢
第
八
条｣

の
誤
り
。
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○
正

誤

(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日
号
外
一�
定
期
監
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
公
表(

岐
阜
県
監
査

委
員
告
示
第
二
十
三
号)

七
頁
上
段
表
中｢14,170円

が
支
払
不
足
と
な
っ
て
い
た
の
で
､
速
や
か
に

措
置
す
る
と
と
も
に
､
今
後
は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
｣

は
、｢1,029円

が
支
払
不
足
と
な
っ
て
い
た
｣

の
誤
り
。
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